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野迫川村長

谷 喜一郎

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

村
民
の
皆
様
に
は
幸
多
き
新
春
を
迎

え
ら
れ
た
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。

　

ま
た
、
平
素
は
村
政
の
推
進
に
多
大

な
ご
支
援
・
ご
協
力
を
賜
り
厚
く
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
４
月
に
「
奈
良
県
広
域
消

防
組
合
野
迫
川
分
署
」
が
開
署
し
、
救

急
救
命
士
等
の
専
門
の
職
員
に
よ
る
救

急
搬
送
が
本
格
的
に
稼
動
し
ま
し
た
。

　

併
せ
て
、
奈
良
県
広
域
消
防
組
合
本

部
の
通
信
指
令
シ
ス
テ
ム
も
運
用
が
始

ま
り
、
患
者
を
早
く
・
確
実
に
搬
送
で

き
る
体
制
が
整
っ
た
こ
と
は
、
大
変
喜

ば
し
い
こ
と
で
す
。

　

同
じ
く
、
生
活
基
盤
の
整
備
と
し
て
、

昨
年
は
家
庭
ご
み
処
理
の
体
制
の
充
実

に
も
取
り
組
み
ま
し
た
。
従
来
は
、
役

場
職
員
が
ゴ
ミ
回
収
に
回
り
、
加
え
て

「
生
ゴ
ミ
」
を
回
収
で
き
な
い
な
ど
、
都

市
部
で
当
然
享
受
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
が

本
村
で
は
受
け
ら
れ
ず
、
村
民
の
方
の

負
担
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
昨
年
、

村
内
事
業
者
や
隣
村
の
協
力
に
よ
り
、

ご
み
の
回
収
を
委
託
業
者
が
行
う
こ
と

で
回
数
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
回

収
で
き
な
か
っ
た
「
生
ゴ
ミ
」
を
十
津

川
村
に
受
け
入
れ
て
も
ら
う
な
ど
、
体

制
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
だ
ま
だ
遅
れ
て
い
る
部
分
は
あ
る

も
の
の
、
辺
地
で
あ
る
が
ゆ
え
に
立
て

て
い
な
か
っ
た
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
、

今
よ
う
や
く
立
て
た
思
い
が
い
た
し
ま

す
。

　

福
祉
・
医
療
分
野
に
お
い
て
も
、
昨

年
４
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
診
療
所
に

お
い
て
歯
科
（
診
療
科
）
を
新
設
し
ま

し
た
。

　

こ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
食

事
な
ど
、
生
活
の
基
本
的
な
活
動
を
支

え
る
器
官
で
あ
る
口
と
歯
の
健
康
を
保

つ
こ
と
で
よ
り
良
い
豊
か
な
生
活
を
長

く
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
、
高
齢
者
の

介
護
予
防
に
繋
が
る
か
ら
で
す
。

　

ま
た
、
診
療
所
に
お
い
て
歯
科
の
診

察
や
治
療
を
行
う
こ
と
で
医
科
と
の
連

携
が
容
易
に
な
り
、
効
果
的
な
治
療
が

可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
こ
の
取
り
組
み
を
進
め
る

こ
と
で
高
齢
化
率
の
高
い
本
村
に
お
け

る
「
健
康
寿
命
」
を
伸
ば
す
取
り
組
み

を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

産
業
振
興
面
に
お
い
て
は
、
昨
年
は

「
地
方
創
生
」
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
年
で

あ
り
ま
し
た
。
国
勢
調
査
に
よ
る
人
口

が
４
５
０
人
を
割
り
込
み
、
村
の
存
続

も
あ
や
ぶ
ま
れ
る
中
で
、
新
し
い
産
業

を
創
出
し
、
村
に
賑
わ
い
を
と
り
戻
す

取
り
組
み
を
始
め
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
「
き
の
こ
の
村
づ
く
り
」

事
業
と
銘
打
ち
、
造
成
さ
れ
た
村
有
林

の
一
部
を
皆
伐
し
、
コ
ナ
ラ
・
ク
ヌ
ギ

な
ど
の
自
然
林
に
戻
す
こ
と
で
村
の
豊

富
な
山
林
資
源
を
活
用
し
て
、
し
い
た

け
の
原
木
を
育
て
、
こ
れ
を
し
い
た
け

の
生
産
に
活
用
し
ま
す
。

　

本
村
の
し
い
た
け
は
肉
厚
で
香
り
も

よ
く
、
昔
か
ら
露
地
栽
培
で
家
庭
消
費

用
に
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
を

ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
商
業
ベ
ー
ス
の
生
産

体
制
を
構
築
し
、
販
路
開
拓
を
行
う
こ

と
で
村
に
新
し
い
産
業
を
興
し
て
雇
用

を
創
出
し
ま
す
。

　

同
時
に
、
保
水
力
に
優
れ
た
広
葉
樹

林
の
森
に
す
る
こ
と
で
、
予
防
治
山
に

よ
る
災
害
に
強
い
村
づ
く
り
を
進
め
、

「
山
づ
く
り
か
ら
森
づ
く
り
」
へ
の
新
し

い
事
業
に
モ
デ
ル
的
に
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。

　

観
光
面
に
お
い
て
も
、
恒
例
行
事
で

あ
る
夏
の
「
平
維
盛
の
大
祭
」
の
参
加

者
が
約
１
，
５
０
０
人
と
過
去
最
高
と

な
る
な
ど
、
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
た
年

で
し
た
。

　

ま
た
、
特
産
品
の
「
野
迫
川
村
の
ア

マ
ゴ
」
が
、
経
済
産
業
省
が
実
施
す
る

「
ふ
る
さ
と
名
物
応
援
宣
言
」
に
近
畿

で
初
め
て
認
定
さ
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま

で
の
取
り
組
み
が
徐
々
に
浸
透
し
、
村

外
・
県
外
の
方
々
に
認
知
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

　

今
年
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
に
も
数
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。

　

特
に
、
関
西
ロ
ー
カ
ル
の
テ
レ
ビ
企

画
「
子
育
て
し
や
す
い
街
ラ
ン
キ
ン
グ
」

で
は
、
本
村
の
子
育
て
環
境
の
良
さ
な

ど
が
評
価
さ
れ
、
関
西
１
９
８
市
町
村

中
２
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
ま
し
た
。

　

今
後
も
村
の
魅
力
を
さ
ま
ざ
ま
な
メ

デ
ィ
ア
を
通
し
て
情
報
発
信
を
行
い
、

交
流
人
口
の
増
加
を
図
る
取
り
組
み
を

行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
年
の
干
支
は
「
酉
」（
と
り
）
で
す

が
、「
取
り
込
む
」
に
繋
が
る
と
さ
れ
、

そ
こ
か
ら
「
運
気
や
人
を
呼
び
寄
せ
る
」

と
も
言
わ
れ
る
そ
う
で
す
。

　

私
は
今
年
、
本
村
の
活
性
化
へ
の

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
「
楽
」
と
い
う
漢

字
を
掲
げ
ま
し
た
。

　

住
民
の
皆
様
方
や
職
員
が
み
ん
な
で

楽
し
み
な
が
ら
一
丸
と
な
っ
て
、
先
に

申
し
上
げ
た
「
村
づ
く
り
」
の
施
策
に

取
り
組
む
こ
と
で
、
そ
れ
に
魅
力
を
感

じ
て
外
か
ら
人
が
集
ま
り
、
村
の
地
方

創
生
の
機
運
が
よ
り
高
ま
る
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

　

結
び
に
、
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
本
年
が
健
康
で
幸
多
く
輝
か
し
い

年
と
な
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
祈
り
申

し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま

す
。

平
成
二
十
九
年　

元
旦
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新
年
の
ご
あ
い
さ
つ



野迫川村議会議長

中 本 完 治

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
新
年
を
迎
え
る
に
当
た
り
、

皆
様
の
ご
多
幸
と
ご
健
勝
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
日
ご
ろ
よ
り

村
議
会
に
お
寄
せ
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
ご
支
援
と
ご
協
力
に
対
し
、
野
迫
川

村
議
会
議
員
を
代
表
し
ま
し
て
、
心
か

ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
は
奈
良
県
広
域
消
防
組

合
野
迫
川
分
署
の
開
署
に
よ
る
救
急

体
制
の
確
立
や
ゴ
ミ
の
処
理
体
制
の
改

善
、
歯
科
診
療
所
の
開
設
な
ど
、
村
民

の
皆
様
の
生
活
が
一
段
と
飛
躍
し
た
年

と
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
住
民
に
と
っ

て
は
と
て
も
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
し

か
し
喜
ん
で
ば
か
り
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

今
後
は
洪
水
や
地
震
等
の
大
災
害
に
備

え
、
村
民
が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
地
域
づ
く
り
の
た
め
、
き
め
細
か
な

防
災
体
制
の
構
築
が
急
務
で
あ
り
ま

す
。
村
当
局
と
協
働
し
、
村
民
の
生
命

や
財
産
を
守
る
べ
く
、
更
な
る
防
災
・

減
災
対
策
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
。

　

教
育
に
お
い
て
は
、
保
・
小
・
中
連

携
一
環
教
育
の
更
な
る
充
実
を
図
る
た

め
に
、
昨
年
は
文
部
科
学
省
に
教
職
員

定
数
法
の
改
善
を
求
め
る
陳
情
を
村
当

局
と
共
に
行
い
ま
し
た
。
今
後
も
へ
き

地
教
育
の
先
駆
け
と
な
る
べ
く
制
度
改

正
等
の
要
望
を
行
い
、
子
育
て
が
し
や

す
い
村
づ
く
り
の
一
役
を
担
っ
て
参
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

経
済
面
に
お
い
て
、
現
在
わ
が
国
は
、

過
疎
化
、
少
子
高
齢
化
等
、
地
方
が
直

面
す
る
困
難
な
問
題
が
山
積
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
特
色
あ
る
農
林
水
産
物
、

豊
か
な
自
然
、
伝
統
・
文
化
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
方
が
持
つ
個
性
は
、
い
ま
だ
十

分
に
活
か
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
本
村
は
、こ
こ
に
大
き
な
チ
ャ

ン
ス
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
基
幹

産
業
で
あ
る
林
業
の
長
期
に
わ
た
る
不

況
で
、
景
気
回
復
す
る
見
込
み
も
少
な

く
、
林
業
の
構
造
改
革
が
急
務
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
地
方
創
生
事
業
を

軸
と
し
た
林
業
の
振
興
を
図
る
た
め
、

豊
か
な
山
林
資
源
を
活
か
し
た
「
き
の

こ
の
村
づ
く
り
」
を
村
当
局
と
連
携
し

な
が
ら
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
山
林
業
務
等
に
関
わ
る
方
々
の
所

得
と
雇
用
を
増
大
さ
せ
、
活
力
あ
る
村

づ
く
り
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
新
天
辻
ト
ン
ネ
ル
開
設
を
含

む
国
道
１
６
８
号
線
の
早
期
改
良
や
主

あけましておめでとうございます。
　社会福祉協議会は、住民の方々の生活を支援するサービスを本年も引き続き実施いたします。
　ヘルパーによる訪問事業や福祉有償運送事業、配食サービス事業等を希望される方は、お気
軽にお問い合わせください。

【連絡先】　野迫川村大字北股３８番地
　　　　　　社会福祉法人 野迫川村社会福祉協議会　☎０７４７ｰ３７ｰ２９４１

野迫川村社会福祉協議会

要
地
方
道
高
野
天
川
線
の
整
備
促
進
を

国
や
県
に
要
望
し
、
生
活
基
盤
の
安
定

を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
村
づ
く
り
の
」
主
役
は
村
民
の
皆

さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。
村
民
の
皆
さ
ま

の
生
活
の
向
上
や
安
心
感
を
念
頭
に
置

き
、
住
み
よ
い
村
づ
く
り
の
た
め
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
村
政
の
課
題
解
決
に
向
け

て
、
全
力
を
尽
く
し
て
ま
い
る
所
存
で

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
な
お
一
層
の
ご
支

援
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
心
か

ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
新
し
い
年
が
村
民
の
皆
様

方
に
と
っ
て
、
実
り
多
き
年
と
な
り

ま
す
こ
と
を
心
よ
り
祈
念
い
た
し
ま
し

て
、
年
頭
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

平
成
二
十
九
年　
　

元
日

（3） 平成29年1月



議会の動き 平成28年12月 第４回定例議会

　平成２８年１２月１３日に招集され、報告２件、議案８件、意見書２件が次のとおり議決され
ました。
報告第２５号 専決処分の承認を求めることについて
報告第２６号 専決処分の承認を求めることについて
議案第５２号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例
議案第５３号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
議案第５４号 野迫川村国民健康保険税条例の一部を改正する条例
議案第５５号 平成２８年度野迫川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第３号）
議案第５６号 平成２８年度野迫川村介護保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第４号）
議案第５７号 平成２８年度野迫川村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算（第６号）
議案第５８号 平成２８年度野迫川村一般会計歳入歳出補正予算（第７号）
議案第５９号  奈良広域水質検査センター組合を組織する市町村数の増加及び規約の変更につい

て
意見書第１号   紀伊山地における国直轄の大規模土砂災害対策の着実な推進を求める意見書の提

出について
意見書第２号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書の提出について

一般質問 西田議員
　先日、１１月１９日に和歌山県南部を震源とする地震が発生し、当村においても震度３相当の
揺れを感じました。
　幸い被害等もなく済みましたが土曜日ということもあり役場には日直の方しか居らず村内の安
全確認等も行われてなかったと思われます。実際、村道・県道の数箇所において地震の影響かと
思われる落石も確認いたしました。近年中には南海地震が必ず起こると言われている中、今後の
地震発生時の対応についてお伺いします。

回　 答 ⻆谷村長
　議員のお述べのとおり近畿地方で大きな被害が予想されている「東南海・南海地震」については、
今後３０年以内の発生確率が、東南海地震は７０％、南海地震は６０％と予想されています。
　県の被害想定によると、野迫川村に最も大きな被害をもたらす「中央構造線断層帯」による地震
では、建物被害が１４５棟、死者・負傷者１１人との予想がなされています。
　大地震への対応として大切なことは、体制作りと災害に対する準備だと考えています。
　まず体制作りについて、村では、災害時の職員マニュアルを作成し、地震発生時の役場職員の
体制について基準を作成しています。それによれば、震度３の場合は準備態勢を整え、総務課長
及び防災担当職員が対応し、被害の規模により、各課職員を招集することとしています。
　また、震度４の場合は、災害対策本部を設置し、村長、副村長、教育長、各課長、及び各担当
職員が役場に参集することとしています。
　震度５以上については災害対策本部を設置したうえで、全職員が参集し災害対応にあたること
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としています。
　議員がご質問された、先月１９日に発生した地震の件につきましては、発生時間は午前１１時
４８分、震源地は和歌山県南部、野迫川村における震度は３でした。
　発生直後に私自身が日直者に電話連絡し、村に被害が無いかどうかを確認いたしました。また、
災害マニュアルの「震度３」の基準に従い、災害担当である総務課長からも日直者に連絡を行い、
村内での被害は無いことを確認し、その後、被害の通報があれば、連絡するよう指示した旨の報
告を受けております。
　議員ご指摘の落石については、確知しておりませんでしたが、今後村としても、被害状況につ
いてのアンテナを広げる方策を検討してまいります。
　次に、災害に対する準備については、やはり住民の方も参加いただいた避難訓練等を行うこと
が重要だと考えます。
　村では、去年と今年、７月に奈良県が実施する「奈良県一斉地震行動訓練」（奈良シェイクアウ
ト運動）に参加し、役場、小・中学校、保育所において、机に身を隠すなど、地震から身を守る訓
練を実施し、防災意識を高める取り組みを行いました。
　また、今年３月に作成した「野迫川村地域防災計画」の策定にあわせ、地域防災計画の概要と災
害への備えについて、住民の方に知っていただきたい事項をまとめた「野迫川村地域防災計画概要
版」を全戸配布させていただいたところです。
　今後は防災意識をさらに高め、有事の災害対応を円滑に行って、被害を最小限に食い止められ
るよう、地域住民の方にも参加いただく避難訓練等を来年度に向け検討してまいりたいと考えて
おります。
　地震は、いつ起こるかわからず、発生した際には甚大な被害が予想されます。
　村としてもこのような様々な取組を行いながら、村の「防災力」を高めてまいりたいと考えてお
ります。

一般質問 松島議員
　ゆうゆう苑が安定して継続・運営する為に村はどのように支援するのか教えてください。

回　 答 住民課　吉井課長
　グループホームゆうゆう苑は、平成２３年７月より有限会社白菊の里に指定管理者制度で運営
管理を委託し、平成２８年３月で５年間の契約が終わり、今年４月からは１年契約で指定管理の
契約を行って参りましたが、７月から入居者が減り経営が困難になってきました。村の方策として、
９月議会において、指定管理料の増額をして運営継続の支援をして参りました。
　しかしさらに入居者が入院等で減少が続き、このままでは運営困難と言う報告が１１月１０日
にあり、白菊の里としては、人件費削減を図る為１２月１５日付けで従業員を離職させるとも聞
いています。また、経営が来年度以降無理だと言う報告が急であったため、村も困惑しています。
１２月５日、白菊の里前田氏に平成２９年３月３１日まで運営継続等の意思確認を行いました。
　また、１２月９日に役場で村、白菊の里前田氏、入居者の家族様と３者会議を開き、平成２９
年３月３１日までの指定管理の期間が終わるまでの運営の仕方、サービスのあり方等話し合いを
行い、入居環境の最善を尽くす確認をしました。来年、４月以降については、村が責任を持って
ゆうゆう苑の継続をしていきたいと考えています。
　新たな指定管理者の募集や村による経営等を早急に検討して、入居者の方々が快適に生活出来
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る様にしていきたいと思います。
　今後とも、議員の皆様のご支援ご協力をお願いして、松島議員の一般質問の回答とさせて頂き
ます。

一般質問 松島議員
　シイタケ栽培事業について今までの進捗状況と今後の事業計画を教えてください。

回　 答 産業課　山本課長
　まず初めに「きのこの村づくり」を始めようと試みたことについて少し説明させていただきます。
本村の基幹産業である林業が長期にわたり、不振な状況にあるとともに、今後も林業の振興は見
込めない状況にあり、山村で生活をする者にとって現状を打開するための施策を講ずることが急
務となっています。山村地域に活力を取り戻し、雇用と所得を増大させるためにも、従来の素材
生産の林業方式では景気回復する見込みは難しく、新たな林業方式を開拓することが急務と思い
ます。
　そこで、野迫川村には、豊富な山林資源があり、このような山と森と清流のめぐみを活かして、
村の立地環境に合わせ、自然と共存して暮らしていくための「しごとづくり」を進めていきたいと
思います。「山づくりから、森づくり」を理念に、針葉樹の植林の山から広葉樹を主体とする自然
の森へと移行し、森林の持つ多様性に着目した林業ときのこ等の特用林産物を発展させたいと思
いました。
　具体的には、造成された村有林をモデル的に一部皆伐し、コナラ・クヌギなどの自然林に戻す
作業を１５年～２０年ほど定期的に行い、しいたけの原木を育て、しいたけの原木栽培で品質の
良いきのこを生産していきます。野迫川村の椎茸は肉厚できのこの臭いも大変良く、風味・食感
は大変質が良いと評判です。
　新たな産業の開発も必要でありますが、今現在、村民の多くが椎茸栽培の経験があり、新たな産
業への取り組みには課題も多いため、取り組みやすい産業を選んだ上で、今後も、調査研究を行い、
品種改良等を検討して将来の野迫川村の産業として活用していく方針です。
　
　それでは、今までの進捗状況について説明します。
　４月１５日にしいたけの原木を１０００本以上携わっている方々を集め、会議を行いました。そ
こで先ほど述べました、村の今後の取組を説明させていただきました。
　それから、６月２４日に「野迫川村きのこ協議会」を立ち上げ、そこでは、原木椎茸の品質向上
やブランド化に取り組み、また椎茸以外のキノコ作りや販売経路の開発、情報交換、きのこの研
修会等を行っていくことを話し合いました。
　７月１１日に吉野町にある井上シイタケ園の視察を行い、その後販路の開発としまして、飲食
店との営業活動、意見交換などを行い、野迫川村の原木シイタケのＰＲを行いました。
　現在、通年で原木シイタケを作るために、平下にあるヘリポート場の村の土地に６８０万円の予
算でビニールハウスやホダ木置場などを整備し、ハウス内には薪ボイラーやスプリンクラーを設
置し、年中栽培できるようにしており、ハウス内及び事務所内への電気工事が終わると完了します。
　内訳としまして、ビニールハウス本体やスプリンクラーの付属備品等で２，５０２，４６８円、造
成工事で７１２，８００円、ポンプ取付給水工事で８６４，０００円、ホダ木置場に６９１，２００
円、薪ボイラーの機械に８００，０００円、スプリンクラー等水道設備に３０２，４００円かかり
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ました。
　１０月下旬に一昨年椎茸の菌を植えた原木を１００万円分１０００本購入し、ハウス内に原木
を置いたところ１１月４日から３０日間（約１ヶ月）にかけて、５００本の春・秋用の菌をつけた
ホダ木から、しいたけが約８０キロ発生しました。
　その間、ハウスの温度を測ってもらったり、収穫したりする等の人を雇い、ＫＰＩ指標を達成
できるよう取り組んでいます。今は、ホダ木が１度収穫し終わったので、外のホダ木置場に移動
し休眠させております。
　次に今後の事業計画としましては、３月末までに野迫川村内のコナラの木等を切り出し、しい
たけの原木に適した木を約４０００本調達し、そこに４種類の菌（春・秋用、冬用）を植菌し、来年、
再来年度以降に生えてくるシイタケを観察し野迫川村の気候等にあった椎茸の菌を探していきま
す。
　先ほど述べました、５００本の（春・秋用）の菌のホダ木からとれた生シイタケを１００グラム
１００円で販売したとしたら、８０キロでは８万円、年間２回発生させたとしても１６万円、今年
度末では５０００本のホダ木になり年間３２０万円の収入が予想されますが、４０００本のホダ
木からシイタケが発生するのは再来年になると予想されますので、本格的に稼働できるのは、再
来年度になります。
　来年度以降については、国の交付金事業（地方創生推進交付金）を利用して、ハウス栽培でま
だ、足りない備品、例えば植菌する機械、ホダ木を置く場所、そして今年度と同じようにホダ木
４０００本の調達及び植菌等を行いたいと考えております。
　また、生シイタケだけでは、販売しきれない場合、乾燥シイタケも視野に入れて生産していこ
うと思いますが、乾燥シイタケを生産するにも保健所に承諾を得るために施設の整備も必要となっ
ていきますので、来年度乾燥シイタケの機械の整備等を検討していきたいと思っております。
　ハウス栽培が成功し、簡単に通年栽培が可能になれば、村民の方々にハウスの整備を促進する
ような施策や、また、村にある広葉樹を切り出して椎茸の原木に活用するなどの施策を講じてい
きたいと思っています。
　また、販路の拡大や村のＰＲ活動にも取り組むためポスターを製作し、近鉄電車や南海電車の
駅の構内、例えば、高野山駅や橿原神宮前駅などに貼る予定です。また、奈良県内の市町村の観
光案内所などにも貼っていただくようお願いしていきます。
　今年できた生シイタケは、ホテルのせ川などでシイタケ料理のレシピや食事に利用し、お客様
に野迫川村で作った原木シイタケもＰＲしてもらい、食感や味、風味などの反応を聞いてもらっ
ています。
　生シイタケ６０キロを乾燥シイタケにしてみるという取組も行いました。すると１／１０とい
う重さになり６キロの乾燥しいたけが出来上がりました。これもホテルのせ川などで利用しても
らい、レシピや食事に提供してもらいます。
　また、今後は販路や市場調査として、奈良コープ、まほろばキッチンなどでの販売やホテル以
外の村内の宿泊施設等で新たなキノコ料理のレシピ等で提供をし、野迫川村の特産品であるきの
こをブランド化して、雇用を生み出したいと考えております。
　最後になりましたが、議会の皆様には、この野迫川村のきのこづくり事業に今まで以上にご協
力をよろしくお願いしたいと思います。
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ビニールハウス外（23m×7.2m） ビニールハウス内

区　長　会　開　催

野迫川村消防団分団長・副分団長会議

　昨年、１２月５日（月）地場産業振興センターにおいて、区長会を開催しました。村内各大字の区長にお
集まりいただき、活発な意見交換会が行われました。
　なお、役場から平成２８年度事業の取り組み状況について以下のとおり説明しました。

○総務課　生活改善センターの修繕にかかる対応状況について
○住民課　ゴミ収集について
○産業課　 きのこの村づくり事業について（※）、村有林整備事業について、平成２８年度有害獣侵入防止

柵交付事業実績について
　　　　　シカによる森林被害緊急対策事業について
○建設課　平成２８年度事業実施状況について、平成２８年度簡易水道事業について
○教育委員会　 再生可能エネルギー等導入推進基金事業について、やまと共創郷育センター事業について、

第３２回国民文化祭・なら２０１７について
○社会福祉協議会　 訪問事業について、デイサービスについて、福祉有償運送事業について、福祉用具貸与・

購入等について、住宅改修費支給について、地域包括支援センターについて

（※）きのこの村づくり事業
　造成された村有林をモデル的に一部皆伐し、コナラ・クヌギなどの自然林に戻す作業を１５年～２０年
ほど定期的に行い、しいたけの原木を育て、し
いたけの原木栽培で品質の良いきのこを生産し、
ブランド級の椎茸販売を目指す。また、年間を
通じて栽培できるハウス等の施設を整備し、雇
用創出を図り、今後、調査研究を行い、品種改
良等を検討して将来の野迫川村の産業として活
用する。

　昨年、１２月８日（木）に地場産業振興センターにおいて、野迫川村消防団分団長・副分団長会議を開催
しました。案件については１月２０日（金）に行われる野迫川村消防団及び南吉野支部連合出初め式につい
て、下記のとおり話し合われました。
　また、奈良県広域消防組合野迫川分署との連携についても話し合われ、消防団と奈良県広域消防組合と
の連携について確認が行われました。

1． 平成２９年野迫川村消防団出初式について
○日　時　平成２９年１月２０日（金）
　　　　　集　合　午前８時３０分
　　　　　開　式　午前９時
○場　所　野迫川村公民館
○編隊成について
　総　隊　長　　別所久男　副団長
　第一中隊長　　杉谷　均　副団長
　被表彰者
　第二中隊長　　尾崎伸二　分団長
　第一分団～第二分団

　第三中隊長　　増谷良栄　分団長
　第三分団～第四分団

2． 平成２９年南吉野支部連合出初式について
○日　時　平成２９年１月２０日（金）
　　　　　開　式　午前１０時３０分
○場　所　野迫川村公民館

★ 野迫川分署の開署により消防・救急の通報は
１１９番へお願いします。
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総合型地域スポーツクラブからのお知らせ ２月教室

ゲートボール教室
　（日時）　１２日（日）
　　　　　９：００～１２：００
　　　　　ふれあい広場
※ 第２日曜日に変更しますので、ご注意ください！

フットサル教室
　（日時）　１５日（水）
　　　　　１９：００～２０：３０
　　　　　旧中学校体育館

初めての方でも大歓迎です。皆様ご近所お誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。
（問合せ）　野迫川村総合型地域スポーツクラブ事務局（野迫川村教育委員会内）
　　　　　☎０７４７ｰ３７ｰ２１１５

「税についての作文」野迫川村長賞

「奈良大立山まつり」開催

　全国納税貯蓄組合連合会及び国税庁が募集した「税についての作文」
で、野迫川中学校３年小西珠璃さんの『ふるさと納税』が野迫川村長賞
として表彰を受けました。受賞おめでとうございました。
　この作文には、野迫川村が抱える高齢化や利便性の低さなどの問題
点を解決するために、ふるさと納税制度を利用して財源を確保し、同
時に村の良い所を村外へ発信するきっかけになればよいという思いが
込められています。

　四天王をモチーフにした光り輝く巨大な「大立山」と県内各地の
伝統行事が平城宮跡に集結。一年のはじまりに奈良の地で無病息
災を願います。
　期間中には、地元食材等を使用した料理が一堂に会する「あっ
たかもんグランプリ」等が開催され、野迫川村からも出店します。
ぜひ、「奈良大立山まつり」にご来場いただき、奈良の冬の魅力を
ご体感下さい。
日　時　平成２９年１月２５日（水）～２９日（日）
　　　　２５日、２６日　１８時～２０時　　２７日～２９日　１３時～２０時
　　　　※２５日、２６日は「大立山もてなし市」として、あたたかい料理等を提供。
　　　　　２７日～２９日は「あったかもんグランプリ」を開催。
場　所　平城宮跡大極殿院周辺（奈良市）
料　金　入場無料（ただし、有料観覧席あり）
アクセス　近鉄大和西大寺駅から徒歩１５分、ＪＲ奈良駅・近鉄大和西大寺駅から無料シャトルバス運行
奈良大立山まつりホームページ　http://ootateyama.jp/
主　催　奈良県冬季誘客イベント「大立山まつり」実行委員会
お問い合わせ　奈良県冬季誘客イベント「大立山まつり」実行委員会事務局　０７４２ｰ２７ｰ８０５１
　　　　　　　野迫川村産業課　０７４７ｰ３７ｰ２１０１
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平成２８年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、
平成29年2月16日（木）～

平成29年3月15日（水）までです。
【確定申告会場開設日】　平成２９年２月１６日（水）

野迫川村での確定申告相談会は２月２３日（木）に開催予定です。
※ 吉野税務署の方も来庁予定です。

● 申告がないと、平成２９年度の村県民税や国民健康保険税などの社会保険料が高額になる場
合があります。また、申告をすることにより収入が少ない方は保険料の軽減を受けることが
できる制度もありますので、積極的な申告をお願いいたします。

（問合せ）　野迫川村住民課　☎０７４７ｰ３７ｰ２１０１ 

　税務署では、２月１５日までは通常の業務体制で事務を行っていますので、確定申告の相談は
上記期間にお願いします。
　確定申告期間中は多くの方がお越しになるため、確定申告会場の混雑状況によっては長時間お
待ちいただく場合があります。
　また会場では１６時まで申告相談の受付をしていますが、こちらも混雑状況によっては早めに
終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

（問合せ）　吉野税務署　☎０７４６ｰ３２ｰ３３８５

　平成２８年中に受け取った給与や公的年金などの収入額、また支払った社会保険料や各種保
険の掛金、医療費などについて申告する確定申告の時期が近づいています。
　今年も役場で申告書の受付を行うほか、税務職員による申告書の作成補助も行いますので、
源泉徴収票や支払った金額を証明する書類をご用意ください。

吉野税務署からのお知らせ

村民のみなさまへ
平成２８年分確定申告期間は次のようになっています。

平成２９年２月１６日（木）から平成２９年３月１５日（水）まで

　個人事業主（自営業）の方や、医療費控除・寄附金控除等の適用を受ける場合には確定申告が必要と
なります。申告に関連する給与や年金等についての源泉徴収票や医療費・寄附金等の領収書等は、お
手元に届き次第なくさないようにご注意ください。
　また、本年分の申告から申告書への個人番号（マイナンバー）の記入が必要となります。既にお手元
にある個人番号カードや、通知カード等によりご自身の個人番号をご確認ください。

（問合せ）　住　民　課　０７４７ｰ３７ｰ２１０１　　吉野税務署　０７４６ｰ３２ｰ３３８５

平成29年1月 （10）



かむ力が低下
やわらかい

ものばかり
食欲低下 虚弱・衰弱　

　　　　意欲低下

とじこもりがち

　
“
人
は
足
か
ら
老
い
る
”

と
は
、
昔
か
ら
よ
く
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
若
い
と
き

は
平
気
で
登
れ
た
坂
道
や

階
段
が
だ
ん
だ
ん
と
辛
く
な
っ
た
り
、
足
腰
が

弱
く
な
っ
た
と
体
感
す
る
こ
と
で
、
老
い
を
感

じ
始
め
る
人
は
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の

老
い
に
負
け
な
い
た
め
に
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
は

じ
め
、
足
腰
を
鍛
え
続
け
る
こ
と
の
大
切
さ
は

み
な
さ
ん
誰
も
が
知
っ
て
お
ら
れ
る
し
、
毎
日

実
行
し
て
お
ら
れ
る
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。

　

で
は
、“
人
は
口
か
ら
老
い
る
”
と
い
う
言
葉

は
ご
存
知
で
す
か
？

　

ち
ゃ
ん
と
歯
を
磨
か
な
か
っ
た
り
，
口
の
健

康
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
ま
す
と
、
お
口
の
働

き
が
衰
え
て
、
軟
ら
か
い
も
の
ば
か
り
を
好
ん

だ
り
、
果
物
や
生
野
菜
、
肉
類
を
避
け
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
タ
ン
パ
ク

質
や
ビ
タ
ミ
ン
が
不
足
し
、
固
い
も
の
や
繊
維

質
の
も
の
を
食
べ
る
の
が
嫌
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
次
第
に
、
し
ゃ
べ
る
と
舌
が
も
つ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
食
べ
こ

ぼ
し
や
む
せ
た
り
す
る

こ
と
が
で
て
、
人
と
の

交
流
を
避
け
る
よ
う
に

な
り
、
家
に
閉
じ
こ
も

り
が
ち
に
な
っ
て
、
生

き
る
楽
し
み
さ
え
失
い

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
十
分
な
栄

養
が
と
れ
な
く
な
る

と
、
体
力
の
低
下
か
ら

介
護
が
必
要
な
状
態
に

ま
で
進
み
ま
す
。

“
お
口
の
衰
え
を
早
く

見
つ
け
る
” 

　

フ
レ
イ
ル
と
は
「
虚

弱
」
と
い
う
意
味
で
、

介
護
が
必
要
と
な
っ
て

し
ま
う
前
の
状
態
の
こ

と
で
す
。
こ
の
時
期
に
気
を
つ
け
て
健
康
な
日

常
生
活
を
お
く
る
こ
と
で
、
ま
た
も
と
の
心

も
体
も
元
気
な
生
活
に
戻
れ
る
と
言
わ
れ
て
お

り
、
近
年
、
世
界
中
で
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

食
べ
こ
ぼ
し
や
食
物
の
量
や
好
み
の
変
化
な

ど
、
さ
さ
い
な
お
口
の
働
き
の
衰
え
（
オ
ー
ラ

ル
フ
レ
イ
ル
）
を
見
落
と
さ
ず
に
歯
の
治
療
や

訓
練
を
す
る
こ
と
で
、
介
護
状
態
に
な
る
こ
と

を
防
げ
る
わ
け
で
す
。

予
防
法
の
例

舌
の
体
操
（
ア
イ
ウ
ベ
体
操
）．
健
口
体
操
．
唾

液
線
マ
ッ
サ
ー
ジ
．
嚥
下
訓
練　

等

　

口
の
働
き
の
衰
え
を
「
年
だ
か
ら
当
た
り
前
」

と
見
過
ご
し
た
り
あ
き
ら
め
な
い
で
、
ご
家
族

で
少
し
で
も
気
に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
早
め

に
野
迫
川
村
国
民
健
康
保
険
診
療
所
歯
科
診
療

室
に
ご
相
談
下
さ
い
。

（
問
合
せ
）

　

野
迫
川
村
国
民
健
康
保
険
診
療
所

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
７
４
７ｰ

３
７ｰ

２
２
０
２

野
迫
川
村
国
民
健
康
保
険
診
療
所
歯
科
診
療
室

正
　
田
　
晨
　
夫

「
人
は
口
か
ら
老
い
る
」っ
て
知
っ
て
い
ま
す
か
？
？

野
迫
川
村
ハ
ッ
ピ
ー
通
信
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　あけましておめでとうございます。診療所の西岡です。

　すっかり冬本番となり寒い日々が続いています。冬の時期は心
し ん

筋
き ん

梗
こ う

塞
そ く

や脳
の う

梗
こ う

塞
そ く

が起こりやすいといわれています。お風呂に入るときは、脱衣所や浴室

をよく温めてから入るようにしましょう。

　また、インフルエンザや感
か ん

染
せ ん

性
せ い

胃
い

腸
ちょう

炎
え ん

も流行しています。手洗いうがいを

心掛けましょう。

　さて、新しい１年が始まった初の診療所だより、今回のテーマは「栄養」に

ついてです。

≪食べるときのポイント≫

　年末年始、親族一同集まってのごちそうを食べる機会も増えて暴
ぼ う

飲
い ん

暴
ぼ う

食
しょく

をしがちになります。み

んなで楽しく食べるのももちろん大切ですが、次の食事のポイントを守って健康的に楽しみましょ

う。

①一日三食、規則正しく食べましょう。

　お正月にはついつい寝坊して朝ご飯を抜きがちになります。一度食事を抜いてしまうと、次の

食事の時に血糖が上がりやすくなります。そして血糖が上がると中性脂肪が体の中につくられや

すくなってしまいます。食事のリズムを崩さないように注意しましょう。

　寝る前２時間は食事をとらないことが理想とされます。また、日中に比べると夜の方が体の中

で脂肪が作られやすいといわれています。夜遅くまで宴会があるときは、なるべくおつまみは野

菜などのカロリーの低いものを食べるようにしましょう。

②腹八分目を心がけましょう。

　早食いをしてしまうと、脳にある「満
ま ん

腹
ぷ く

中
ちゅう

枢
す う

」が「お腹いっぱい」と感じる前にたくさんの量を

食べてしまいます。なるべく一口で２０回以上かむように心がけ、ゆっくりと食事を楽しみましょ

う。

　食物繊維の多く含まれる野菜をはじめに食べることで満腹感を得られやすくなります。また、野

菜をはじめに食べると血糖値の上昇をおさえられます。

　大皿料理はついついたくさん食べてしまいがちです。少しずつ皿

にとるように心がけましょう。

③アルコールのとりすぎにも注意しましょう。

　アルコール類はカロリーが高い上に食欲を増進させる効果もあり

ます。また、尿酸値が急激に高くなると痛風発作をおこす危険も高

くなります。飲みすぎには注意しましょう。

診 療 所 だ よ り
平成29年1月 （12）



　　※ アルコールの適量

　　　 日本酒…１合（１８０㎖）　焼酎（２５度）…０．５合（９０㎖）　ビール中ビン…１本（５００

㎖）　缶酎ハイ…１．５缶（５２５㎖）　ワイン…グラス２杯（２４０㎖）　ウイスキー…ダブ

ル１杯（６０㎖）

≪高齢者の栄養のポイント≫

　高齢者の場合は、「低栄養」に気をつける必要があります。「低栄養」とは、エネルギーとタンパ

ク質が足りていない状態であり、健康な体で活動するのに必要な栄養素が足りない状態のことで

す。低栄養になると、体力・免疫力・筋力が低下し、病気にかかりやすくなり、骨がもろくなり、

認
に ん

知
ち

機
き

能
の う

も低下してしまいます。寝たきりになる危険が高まり、高齢者にとっては肥満より怖い

といわれています。高齢者の栄養のポイントは以下の通りです。

①エネルギーとなる糖質や脂質

　 　７０歳以上の１日当たりの推定エネルギーの必要量は、男性が２２００ｋｃａｌ、女性が

１７５０ｋｃａｌです。　

②血や肉となるたんぱく質

　 　７０歳以上の人の場合は、１日当たり男性６０ℊ、女性５０ℊ のたんぱく質をとることが勧

められています。

③体の調子を整えるビタミン・ミネラルや食物繊維

　 １日に１～１．５Ｌの水分をとることも必要です。

　※数値は「日本人の食事摂取基準２０１５年版」、身体活動レベルⅡより。

④牛乳・乳製品をとりましょう

　 　牛乳・乳製品は消化・吸収もよく食欲がないときやたんぱく質が不足

しがちな朝食に最適です。低栄養の予防や水分の確保、カルシウムの補

充や便秘の改善に良いとされています。また、牛乳や乳製品に含まれるたんぱく質は筋肉の合

成を促進します。運動後にとると効果的に筋肉を増やすことができます。

≪冬の「隠れ脱
だ っ

水
す い

」に注意を≫

　夏はたくさん汗をかくので、気をつけて水分をとってもらっていた

と思いますが、冬でも脱水になることをご存知ですか？冬の脱水の原

因は主に乾燥と水
す い

分
ぶ ん

摂
せ っ

取
し ゅ

不
ぶ

足
そ く

にあります。

　のどが渇いていなくても、朝起きた時や１日３食のタイミングに加

え、食事と食事の間や、入浴の前後など意識して水分をとる回数を増

やしましょう。暖かい飲み物であれば白
さ

湯
ゆ

やほうじ茶がおススメです。食事では”焼く”や”炒める”

料理ではなく”煮る”調理方法がおススメです。

野迫川村国民健康保険診療所　　西岡　歩美

（13） 平成29年1月
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冬
の
夜
寒
さ
が
村
を
支
配
し
て
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え
て
来
る
の
は
鹿
の
声
な
り

	

福
田　

雪
美

美
し
き
黄
葉
紅
葉
の
庭
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葉

掃
く
に
は
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し
く
眺
め
て
い
た
し

	

吉
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文
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に
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え
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葉
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し
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中
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敬
子
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の
夜
と
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」
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し

	

中
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所
の
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越
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無
し
へ

喘
ぎ
登
り
し
空
海
す
ら
も

	

小
倉　

徳
太
郎

い
よ
い
よ
に

年
末
と
な
り
か
え
り
み
る

何
を
な
し
し
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五
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に
あ
ま
り
し

	

北
沢　

孤
山

お詫びと訂正
１２月号で誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。
○８ページ「のせ川歌壇」　（誤）哀情　（正）哀惜

村県民税の納期限は
１月３１日（火）です

　平成２８年度村県民税第４期の納期限は１月３１日（火）
です。この日までに役場窓口や、郵便局・銀行等で納付をお
願いします。
　また、口座振替の引落しもそれぞれこの日に行います。
　口座残高に不足がないよう、ご確認ください。

巡
回
日

１月２０日（金） 平・大股・北今西・檜股・弓手原

１月２３日（月） 池津川・立里・上垣内・北股

１月２４日（火） 今井・平川・柞原・中・上

人口／１２月２２日現在　■世帯数　２３７戸　■人口　４３１人　■男　２０３人　■女　２２８人

平成２８年中の給与支払報告書は
平成２９年１月３１日（火）までに

役場へご提出ください。

事業者の皆様

　給与支払報告書は従業員の皆様の平成２９年度の住民税額
を決定するために欠かせないものです。お早めに役場へお送
りください。

（問合せ）　役場住民課  ０７４７ｰ３７ｰ２１０１

（14）平成29年1月


